
 

自治体業務円滑化に向けた情報発信・共有の課題 

 

  環境省リサイクル推進室 

 

 環境省では、自動車リサイクル制度の安定的な運用に向けて、関連事業者に対し

て指導権限をもつ都道府県・保健所設置都市における自動車リサイクル制度の運用

に関する調査・検討を実施、実態把握を行っている。平成27年度の調査・検討におい

て、アンケート調査を実施するとともに、自治体職員からなる自治体懇談会を開催し、

制度運用における課題とその解決に向けた方向性について検討を行った。検討の結

果得られた情報発信・共有に関する主な課題については以下のとおりである。 

 

１．JARSに関する情報発信・共有の課題 

① ユーザーの使いやすさの向上 

JARSの平均的な利用頻度や活用法から、利用頻度の向上の余地があった。ま

た、JARSの活用の目的として一部の機能に集中していた。ユーザーがより使う部

分を中心に Q＆Aを充実させるとともに、利用頻度を向上させるユーザーフレンドリ

ーなシステムの設計が重要である。 

 

② ユーザーの求める内容の充実 

立入検査に入る前に JARSを確認することが多く、これに関連して「関連事業者

側の画面を確認できるようにしてほしい」等のユーザーの実際の運用に即した機能

の充実が重要である。 

 

③ ベストプラクティスの効果的な発信 

JARSに対する要望として、操作・活用方法についての研修会を開催してほしい

という意見が多かった。システムの基本的な使い方に加えて、例えば、立入現場で

のモバイル機器を活用した効果的な立入検査等のベストプラクティスの共有を行っ

ていけば、JARSを活用するインセンティブの増進が可能となる。 

 

④ ユーザーのニーズをフィードバックするしくみ 

自治体に対するアンケートや委員へのヒアリングから、システムに対する要望が

ある程度明瞭になった。システムのユーザーである自治体等が求める要望を継続

的にすくい取り、JARSに意見を反映させていく仕組み作りの構築が重要である。 
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２．関連事業者等に関する情報発信・共有の課題 

① 自治体間との情報共有 

効率的かつ効果的な制度の運用のためには指導方法、業者の事例、取り組み等

について自治体間の情報を共有することが望ましい。また、例えば自再協との連携等

により、現場での知見・ノウハウを蓄積する等の関係者連携が重要。 

 

② 外国人事業者への対応 

外国人従業員の作業レベルや危機意識の低さから、周辺住民への影響を伴う火

災等の事故が発生している。また、自動車リサイクル法の理解度も低いといった課題

がある。このため、業界団体において外国人事業者も含めた情報共有・意見交換を

進めることが重要ではないか。 

 

③ 無許可解体の防止への対応 

無許可解体等の防止のため、オートオークションにおいて使用済自動車と思われ

るものについては取り扱わないように、関係団体間での情報共有を進めるべきではな

いか。 

 

３．ユーザーへの情報発信・共有の課題 

① 自動車リサイクル制度のＰＲ 

アンケートの結果から、自治体からユーザーへの啓発を行っている事例は少ない。

引き続き、ユーザーへの啓発が必要。また、自治体だけでなく、販売店、整備業者、

中古車販売業者等からも、ユーザーに自動車リサイクル制度を説明してもらうことが

必要である。 

 

② 優良事業者の差別化 

適正かつ質の高いリサイクルを行い、コンプライアンスを遵守する事業者が評価さ

れるよう「グリーン業者」のように優良事業者の差別化を進め、ユーザーへ有用な情

報を発信・共有すべきではないか。 
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自治体懇談会におけるアンケート等の結果について 

 

 

１．自治体懇談会の実施期間 

回数 時期 検討事項・議題等 

第１

回 

平成 28年 2月 5日

（金） 

13:30～15:30 

・本事業・本懇談会の目的、趣旨の共有 

・事務局において設定した各種論点に関する課題等

の整理・都道府県及び政令市へのアンケート調査案

の確認 

第２

回 

平成28年 3月14日

（月） 

13:00～16:00 

・都道府県等のアンケート調査結果について 

・遅延報告非表示時の手続きの改善等（公益財団法

人自動車リサイクル促進センターより紹介） 

・関連事業者の指導用ツール等（一般社団法人自動

車再資源化協力機構より紹介） 

・第一回を踏まえた各論点の課題対する議論 

 

２．アンケート調査の実施概要 

○調査項目 

1) 自治体における自動車リサイクル法関連業務の執行体制 

2) 自動車リサイクル法第 2条第 17項の規定による関連事業者への指導等を行うた

めのマニュアル・定義・基準等 

3) 自動車リサイクルシステム（JARS）の活用 

4) 自動車リサイクル法第 2条第 17項の規定による関連事業者への対応 

5) 無許可業者・廃業した関連事業者対策 

6) 不法投棄、路上放置、不適正保管 

 

○対象自治体：都道府県及び保健所設置市の計 119自治体 

 

○回答数：115自治体    回答率：96.6％ 

 

○調査期間：平成 27年 12月 1日～平成 28年 3月 25日  
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３．アンケート調査票 
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４．アンケート調査結果  (n=115) 

○ＪＡＲＳの平均的な利用頻度  （一つ選択） 

1.毎日 20 

2.2～3日に 1回 16 

3.1週間に 1回 23 

4.1月に 1回 52 

5.ほぼ使っていない 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.毎日

17%

2.2～3日に1回

14%

3.1週間に1回

20%

4.1月に1回

45%

5.ほぼ使ってい

ない

4%

1.毎日

2.2～3日に1回

3.1週間に1回

4.1月に1回

5.ほぼ使っていな

い



資料●－●別紙･･･ 

○ＪＡＲＳの活用方法 （複数選択可）  (n=115) 

 

1.登録・許可のある関連事業者の状況把握 86 

2.遅延報告の確認 89 

3.立入検査に入る前の確認（引取実績・解体実績・破砕業者への引渡実

績、エアバッグ類の取扱状況、過去の指導履歴等） 
79 

4.ＪＡＲＳへの登録内容と立入検査での実態との比較 36 

5.ハーフカットされた車体の車体番号の確認 13 

6.他県の関連事業者情報の確認 2 

7.ＪＡＲＳに登録していない場合の登録催促 19 

8.車台番号を出力し、電子マニフェストの虚偽報告の有無確認 23 

9.フロン類年次報告の未報告者の抽出 71 

10.その他 4 

11.無回答 1 
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1.登録・許可のある関連事業者の状況把握

2.遅延報告の確認

3.立入検査に入る前の確認（引取実績・解体実績・破

砕業者への引渡実績、エアバッグ類の取扱状況、過去

の指導履歴等）

4.ＪＡＲＳへの登録内容と立入検査での実態との比較

5.ハーフカットされた車体の車体番号の確認

6.他県の関連事業者情報の確認

7.ＪＡＲＳに登録していない場合の登録催促

8.車台番号を出力し、電子マニフェストの虚偽報告の

有無確認

9.フロン類年次報告の未報告者の抽出

10.その他

11.無回答
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○ＪＡＲＳについての意見、要望  （最大２つ）  (n=115) 

 

1.操作方法及び活用方法についてのＱ＆Ａを充実してほしい 51 

2.関連事業者側の画面を確認できるようにしてほしい 35 

3.基本操作・具体的な事例を踏まえた活用方法についての研修会を開催して

ほしい 

50 

4.立入現場で確認のためにモバイル機器で使用できるシステムを構築してほ

しい 

9 

5.関連事業者へＪＡＲＳの入力方法等の使用について指導してほしい 45 

6.一つの自治体に割り当てるＩＤ・パスワードの数を増やしてほしい 5 

7.無回答 1 
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1.操作方法及び活用方法についてのＱ＆Ａを充実して

ほしい

2.関連事業者側の画面を確認できるようにしてほしい

3.基本操作・具体的な事例を踏まえた活用方法につい

ての研修会を開催してほしい

4.立入現場で確認のためにモバイル機器で使用できる

システムを構築してほしい

5.関連事業者へＪＡＲＳの入力方法等の使用について

指導してほしい

6.一つの自治体に割り当てるＩＤ・パスワードの数を

増やしてほしい

7.無回答
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○自動車ユーザーに対する啓発内容  （最大１つ）  (n=115) 

 

1.自動車リサイクル法（ユーザーの役割）の概要 7 

2.自動車リサイクル制度全般（法令の概要、ＪＡＲＳでの使用済自動車の確

認等） 

4 

3.不法投棄防止対策・路上放置防止対策 16 

4.無許可業者への自動車の引き渡し 0 

5.不法投棄支援事業・離島対策支援事業 1 

6.その他 2 

7.無回答 1 
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1.自動車リサイクル法（ユーザーの役割）の概要

2.自動車リサイクル制度全般（法令の概要、ＪＡＲ

Ｓでの使用済自動車の確認等）

3.不法投棄防止対策・路上放置防止対策

4.無許可業者への自動車の引き渡し

5.不法投棄支援事業・離島対策支援事業

6.その他

7.無回答
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５．JARSに関わる情報発信・共有に関する論点に対する自治体の意見等について 

① 事業者情報の活用 

解体業がエアバッグ類の車上作動処理を行うには、自動車製造業者等との委託契

約及び国の認定を受ける必要があるが、これらを確認する手段として、JARSの事業

者情報に情報を反映できないか。 

JARCの対応：JARSの自治体報告徴収機能にて、車上作動処理契約を締結して

いる事業者リストを提供することを今後予定している。 

 

② 自治体側の作業の簡素化 

エアバッグ等の引渡しに係る遅延報告について、自治体側で簡便に非表示にでき

ないか。 

JARCの対応：関連書類の電子化及び一部省略等の改善策を本年度中に実施予

定。 

 

③ 報告徴収機能における機能の追加 

自治体報告徴収機能に、引取業者が引取報告を行った車台の中から、フロン類又

はエアバッグ類の装備情報を有から無に変更されたものを抽出して表示する機能を

つけられないか。 

JARCの対応：全国的な自治体のニーズやシステム変更に伴う費用対効果を確認

のうえ検討していく。 

 

 

 

 


